県民参加の森づくり推進事業実施要領

１　趣旨

　　森林のもつ多面的な機能に対する県民の理解を深め、森林を健全に保全するため、県民自らが植樹などの森づくり活動や森の恵みに感謝する森づくり団体の森づくり県民大作戦への参加促進を図る。

２　助成対象団体
　　助成の対象となる団体は、次の全ての条件に該当する団体とする。

（１）非営利を目的として森づくりに取り組んでいる（又は取り組もうと

する）法人、市民グループ等の団体

（２）団体の構成員が5人以上
　

３　助成の対象となる行事及び事業内容
　　静岡県並びに社団法人静岡県緑化推進協会（以下「協会」という。）が
毎年実施している、春の森づくり県民大作戦に参加して行う森林整備作業

や自然体験等の活動
４　対象とする経費

　　謝金、車借上料、保険料、苗木代、資材購入費、用具整備費、通信運搬費、消耗品費等
５　申込み
　県民参加の森づくり推進事業の助成を受けようとする団体の代表者は、
春の森づくり県民大作戦の参加申込み後、別に定める期日までに事業実施
申込書（様式１）を協会あて提出する。　　　　　　

６　採択の決定及び通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　協会は、提出された事業実施申込書について予算の範囲内で調整のうえ助成額を決定し、事業実施団体の代表者に通知するものとする。

７　助成額

　　一団体当たり助成額は次の額を限度として、所要額を申請する。
　　
	参加人員
	金額
	備考

	１０人以上３０人未満
	（　３０，０００）

１００，０００円
	（）は苗木購入なしの場合

	３０人以上
	（　５０，０００）

１５０，０００円
	


　　なお、１０人未満の場合は助成の対象外。
また、補助金申請額の総額が、交付予定額を超えることが見込まれる場合は、減額して交付決定となることがある。
８　助成金の交付決定　　　　　　　　　　

　　協会は、提出された申請書を審査の上、助成金の交付決定を行い申請者
に通知する。

９　事業実施報告書の提出

　　申請者は、事業が終了したら、協会に事業実施報告書（様式３）を提出
する。

１０　助成金の額の確定及び交付

　　協会は、提出された事業実施報告書の内容を審査し、適当と認められる
場合には、助成金の額を確定し、助成金を交付する。

　　附　則

この要領は、平成２２年度の事業に適用する。
（様式１）

　　　　　　　　　県民参加の森づくり推進事業実施申込書

　１　実施団体名

　　　　代表者名
　２　所在地　　　

　　　　〒　　　－　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体代表者ＴＥＬ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　)　　　－　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１担当者連絡先
　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　　　(　　　)　　　－　　　　

３　行事名（森づくり県民大作戦に申し込んだ時の名称）

４　実施箇所

　５　実施予定月日
　６　参加予定人数　（　　　　）人
　７　活動内容　（○印をつける）

　　ア　地拵え　イ　植え付け　ウ　下刈り　エ　除伐　オ　間伐　
カ　枝打ち　キ　その他（※２　　　　　　　　　　）

（注）参加予定人数は、必ず記入してください。

　※１  日中、連絡が可能な方（携帯電話等）

　※２　炭焼き、竹伐採、バードカービング、野鳥観察などを記入
※３　春の森づくり県民大作戦の申込書の写しを添付すること
